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帳 法施行条例の一 部 を改正する条例をここに公布する。

行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例及び石川県住民基本台

令 和二 年 十月七日

石 川県条例第三十九号

石 川県知事谷 本 正

住 民基本台帳法施行条例の一 部 を改正する条例

行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関す る条例及び石川県

の 専攻科」を加える。

次 に掲げる条例の規定中「をいう。 ) 」の下に「、高等学校の専攻科又は中等教育学校の後期課程

川 県 条例第四十三 号 )別表第一の三 の 項

行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成二十七年石

附 員
リ

石 川 県 住民基本台帳法施行条例(平成十四年石川 県 条例第三十五号)別表第一 第 十五号

こ の条例は、令和三 年 四月一 日 から施行する。

石 川 県税条例の一 部 を改正する条例をここに公布する。

令 和二 年 十月七日

石 川県条例第四十号

石 川 県知事 谷 本 正

憲
憲
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石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例

石 川 県 税条例(昭和二 十 九年石川 県 条例第二 十 三 号 ) の 一 部 を次のように改正する。第 条
附 則第十条第一 項 中「令和三 年 一 月 三 十 一 日 」を「令和八年一 月 三 十 一 日 」に改める。

附 則第十条のこ の こ を 附則第十条の二 の 三 と し、附則第十条の二 を 附則第十条のこ の ことし、

附 則第十条の次に次の一 条 を加える。

( 新型コロナウイルス感染症等 に 係る法人税割の税率の特例)

第 十条の二 前 条第一 項 の規定の適用がある場合において、 令 和三 年 二 月 一 日 から令和五年一 月

三 十 一 日 までの聞に終了する各事 業 年度分及び各連結事 業 年度分の法人税割に係る同項及び同

条 第二 項 の規定の適用については、同条第一 項 中「 百 分の 八 」とあるのは「百分の四

と 、同条第二 項 中 「一 ・ 八 分の0 ・ 八 」とあるのは「- 四 分の0 ・ 四」とする。

第 二 条 石 川 県 税条例の一 部 を次のように改正する。

附 則第十条の二 を 削り、附則第十条の二 の 二 を 附則第十条のこ と し、附則第十条の二 の 三 を 附

則 第十条のこ の こ と する。

附 則

( 施行期日)

l
 

こ の条例は、八ム布の日から施行する。 た だし、第二 条 及び次項の規定は、令和五年二 月 一日か

ら 施行する。

( 経 過措置)

2
 

第 二 条 の規定による改正後の石川 県 税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、 令 和五年二

月 一 日 以後に終了する事 業 年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事 業 年度分

の 法人の県民税については、なお従前の例による。

(石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例の一 部 改正)

石 川 県 税条例の一 部 を改正する条例(令和二 年 石川県条例第三 十 六号)の 一 部 を次のように改3
 

正 する。

第 二 条 中石川 県 税条例附則第十条の改正規定の次に次のように加える。

附 則第十条の二 中 「及び各連結事業年度分」を削る。

漁 業法等 の 一部を改正する等 の 法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。

令 和二 年 十月七日

石 川 県 知事 本 正 憲谷

石 川県条例第四十一号
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漁 業法等の一 部 を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

(石 川 県 思給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一 時 金の基礎となるべき在職期間と職員

の 退職年金及び退職一 時 金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正)

第 ろ
乙

方
t

石 川 県 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間

と 職員の退職年金及び退職一 時 金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三 十 二

年 石川 県 条例第三 十 六号) の 一 部 を次のように改正する。

第 一 条 第三 項 第十号中「第八十五条第六項」を「第 百 三 十 七条第六項」に、「第百十一 条 」 を

「 第百五十一 条 」に、「第百三 十 二 条 」を「 第 百七十三 条 」に改める。

( 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 の 一 部 改正)

知 事等の損害賠償責 任 の 一 部 免責 に 関する条例(令和二 年 石川 県 条例第四号)の 一 部 を次第 二条
の ように改正する。

第 二 条 第 一 号 ロ中「、監査委員並びに海区漁業調整委員会の委員」を「並びに監査委員」 に 改

め 、同号ハ中「収用委員会の委員」の下に「、海区漁業調整委員会の委員」を加える。

(石 川 県 手数料条例の一 部 改正)

石 川 県 手数料条例(平成十二 年 石川 県 条例 第 七 号 ) の 一 部 を次のように改正する。第 三 条
別 表 二 十 の項中7 及 び 8 を 削り、同項6 中 「 第 三 十 六条第 一 項 ( 同 条第四項」を「第八十八条

第 一 項 (同条第五項」に改め、同項中6 を 8 と し、同項5 中 「第二 十 六条第一 項 ただし書 」 を「第

七 十九条第 一項ただし 書 」 に 、 「 定置漁業権又は区画漁業権」を「個別漁業権」に改め、同項中

5 を ?とし、同項4 中 「第二 十 四条第二 項 」を「第七十八条第二 項」 に 、 「 定置漁業権又は 区画

漁 業権」 を 「個別漁業権」に改め、同項中4 を 6 と し 、 同 項 3 中 「 第二十二条第一項」を「第七

十 六条第 一 項 」に改め、 同 項中3 を 5 と し、同項2 中 「 第 十四条第四項( 同 条第七項において準

用 する場合 を含む。)」を「第七 十二 条 第六項」に改め、 同 項中2 を 4 と し、同項 l 中 「第 十条」

を 「第 六十九 条第 一項」に改め、 同項中l を 3 と し、その前に次のように加える。
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別 表 二 十 の項目中「規定する漁場図」 を 「規定する免許漁業原簿(漁場図に限る。)」 に改める。

附 買
リ

l
 

こ の条例は、令和二 年 十二 月 一 日 から施行する。

2
 

漁 業法等の一 部 を改正する等の法律(平 成 三 十 年法律第九十五号 ) 附 則第 十五条第二 項 の規定
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